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法 日 会 定款 

 

 

第１  総  

 

（名 ） 

第１条 会は、 法 日 会（ 名 Japan 

Electric Measuring Instruments Manufacturers' Association 

JEMIMA ）と する。 

 

（事 所） 

第２条 会は、 たる事 所を 中 に き、 たる事

所を に 。 

 

 

第２  目的及び事  

 

（目的） 

第３条 会は、 に する 、規 の 定 を行

うことによ 、 が 及び の な

を 、もって が の に することを目的とす

る。 

 

（事 ） 

第４条 会は、前条の目的を するため、次の事 を行う。 

（１） の 及び に する 、 及び  

（２） に する 及及び  

（３） に する規 の 定及び 及 

（４） に する の に る の 及び  

（５） に する の  

（ ） 及び に する 及び  

（ ）前 号に るものの か、 会の目的を するために

な事  

２ 前項の事 は、 内及び において行うものとする。
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第３  会員 

 

（法 の 員） 

第５条 会は、 会の事 に する個 又は であって、第

条の規定によ 会の会員となった者をもって する。 

 

（ 別） 

第 条 会の会員は、正会員及び 会員とし、正会員をもって

法 及び 法 に する法 （以 法 法

という。）上の 員とする。 

 ２ 正会員は次の 号に る法 とする。 

（１） の 事 を 法  

（２）その他の 事 を 、 会の に議決権を

って することを する法  

３ 会員は、正会員以 の個 又は とする。 

 

（会員の の ） 

第 条 会の会員にな うとするものは、理事会において別に定

める 会 書を会長に 出し、理事会の を なければな

らない。 

２ 法 又は の会員にあっては、法 又は の代表者として

会に してその権 を行 する１ の者（以 会員代表者 と

いう。）を定め、 会と 時に会長に け出なければならない。 

３ 会員代表者を変更した場合は、速やかに理事会において別に定

める変更 を会長に 出しなければならない。 

 

（ の ） 

第 条 会の事 に 的に る に てるため、会員

になった時及び 、会員は、総会において別に定める 会

及び会 を しなければならない。 
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（任 会） 

第 条 会員は、理事会において別に定める 会 を会長に 出す

ることによ 、任 にいつでも 会することができる。 

 

（除名） 

第10条 会員が次のいずれかに 当するに ったときは、総会の決

議によって、これを除名することができる。 

（１） 会の定款又は規 に したとき。 

（２） 会の名 をき し又は 会の目的に する行 をしたと

き。 

２ 前項の規定によ 会員を除名する場合は、理 を して当 会

員にあらか め通知するとともに、除名の決議を行う総会におい

て、当 会員に の 会を なければならない。 

 

（会員 の ） 

第11条 前２条の場合の か、会員は、次のいずれかに 当するに

ったときは、その を する。 

（１） 開 又は 開 の を けたとき。 

（２） し、又は を けたとき。 

（３）法 又は が解散し、又は したとき。 

（４） 会 又は会 を ず、 なお１ 以上 しな

いとき。 

（５）総正会員が したとき。 

 

（会員 の に う権 及び ） 

第12条 会員が前３条の規定によ その を したときは、

会に する権 を い、 を れる。た し、 行の

は、これを れることはできない。 

２ 会は、会員がその を しても、 に した会 その

他の 出 は しない。
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第４  総会 

 

（ ） 

第13条 総会は、す ての正会員をもって する。 

２ 前項の総会をもって法 法上の 員総会とする。 

 

（権 ） 

第14条 総会は、次の事項について決議する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）理事及び監事の の  

（４） 表及び 書（正 書）の  

（５）定款の変更 

（ ）解散及び の 分 

（ ） 会 及び会 の  

（ ）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定め

られた事項 

２ 前項にかかわらず、総会においては、第１ 条第２項の書面に

した目的たる事項以 の事項は、決議することができない。

た し、法 法第４ 条第３項た し書の場合は除 。 

 

（開催） 

第15条 総会は、定時総会として 事 ３ 以内に

開催する。 

２ 臨時総会は、次の 号のいずれかに 当する場合に開催する。 

（１）理事会において開催の決議がな れたとき。 

（２）総正会員の議決権の１ 分の１以上の議決権を有する正会

員から、会長に し、総会の目的である事項及び招集の理

を示して招集の請求があったとき。 
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（招集） 

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決

議に基づき会長が招集する。 

２ 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事

項及びその内容を示した書面をもって、開催の日の２週間前まで

に通知しなければならない。 

３ 前条第２項第２号の規定による請求があったときは、会長は、

速やかに臨時総会の招集を通知しなければならない。 

 

（議長） 

第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があると

きは、その総会において、出席した正会員代表者の中から議長

を選出する。 

 

（議決権） 

第18条 総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 

 

（決議） 

第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に特段の定めがある場合

を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、

出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上で

あって、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって

行う。 

（１）会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項
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３ 理事又は監事を選任する議 を決議するに しては、 者

とに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の

者の合 数が第２３条に定める定数を上 る場合には、過半数

の を た 者の中から 数の多い に定数の に す

るまでの者を選任することとする。 

 

（書面による議決権の行 ） 

第20条 総会に出席しない正会員は、あらか め通知 れた事項に

ついて、書面をもって議決権を行 できるものとする。 

２ 正会員は、代理 によってその議決権を行 することができる。

この場合において、代理 は、代理権を する書面をあらか め

議長に 出しなければならない。 

３ 第１項及び第２項の規定によ 議決権を行 する正会員は、前

条第１項の規定の については出席したものと なす。 

 

（決議の ） 

第 21 条 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について

した場合において、その につき正会員の 員が書面又

は 的 によ の 表示をしたときは、その を

決する の総会の決議があったものと なす。 

 

（議事 ） 

第22条 総会の議事については、法令で定めるとこ によ 、議事

を する。 

２ 議長及び出席した正会員のう からその会議において選任

れた議事 名 ２ 以上が 名 する。 
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第５  員 

 

（ 員の ） 

第23条 会に、次の 員を 。 

（１）理事 １２名以上２５名以内 

（２）監事 ２名以上４名以内 

２ 理事のう １名を会長、３名を 会長、１名を 理事とし、

１名を 理事とすることができる。 

３ 前項の会長をもって法 法上の代表理事とし、 理事および

理事をもって 法第 １条第１項第２号の 行理事と

する。 

 

（ 員の選任） 

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の会員代表者

の中から選任する。た し、特に と められた場合は、理

事にあっては２ 、監事にあっては１ を として、正会員

以 の者を理事又は監事に選任することができる。 

２ 会長、 会長、 理事及び 理事は、理事会の決議によっ

て理事の中から選定する。 

３ 監事は、理事又は を ることはできない。 

４ 理事のう 、理事のいずれかの１名とその 者又は３ 内

の その他特別の にある者の合 数は、理事総数の３分の

１を てはならない。 

 

（理事の 及び権 ） 

第25条 理事は、理事会を し、法令及びこの定款で定めるとこ

によ 、 を 行する。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるとこ によ 、この法 を

代表し、その を 行する。 

３ 会長は、会長を する。 

 

− 7 −− 6 −

Book【 P16 】〈定款〉.indd   6 2021/05/14   10:39:14



 

- 7 - 

第５  員 

 

（ 員の ） 

第23条 会に、次の 員を 。 

（１）理事 １２名以上２５名以内 

（２）監事 ２名以上４名以内 

２ 理事のう １名を会長、３名を 会長、１名を 理事とし、

１名を 理事とすることができる。 

３ 前項の会長をもって法 法上の代表理事とし、 理事および

理事をもって 法第 １条第１項第２号の 行理事と

する。 

 

（ 員の選任） 

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の会員代表者

の中から選任する。た し、特に と められた場合は、理

事にあっては２ 、監事にあっては１ を として、正会員

以 の者を理事又は監事に選任することができる。 

２ 会長、 会長、 理事及び 理事は、理事会の決議によっ

て理事の中から選定する。 

３ 監事は、理事又は を ることはできない。 

４ 理事のう 、理事のいずれかの１名とその 者又は３ 内

の その他特別の にある者の合 数は、理事総数の３分の

１を てはならない。 

 

（理事の 及び権 ） 

第25条 理事は、理事会を し、法令及びこの定款で定めるとこ

によ 、 を 行する。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるとこ によ 、この法 を

代表し、その を 行する。 

３ 会長は、会長を する。 

 

− 7 −− 6 −

Book【 P16 】〈定款〉.indd   7 2021/05/14   10:39:14



 

- 8 - 

４ 理事は、会長及び 会長を して、 を 行する。 

５ 理事は、 理事を して、 を 行する。 

 会長、 理事及び 理事は、 事 に４ を る

間 で２ 以上、 の の 行 を理事会に しなけれ

ばならない。 

 

（監事の 及び権 ） 

第26条 監事は、理事の の 行を監 し、法令で定めるとこ

によ 、監 を する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び に して事 の を求め、

この法 の 及び の の をすることができる。 

 

（ 員の任 ） 

第27条 理事及び監事の任 は、選任 ２ 以内に する事

のう のものに する定時総会の の時までとする。

た し、 任を ない。 

２ として選任 れた理事又は監事の任 は、前任者の任 の

する時までとする。 

３ 理事又は監事は、第２３条に定める定数に な なるときは、

任 の 又は 任によ 任した も、 たに選任 れた者が

任するまで、なお理事又は監事としての権 を有する。 

 

（ 員の解任） 

第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができ

る。 

 

（ 員の ） 

第29条 理事及び監事は、 とする。た し、 の理事及び

監事に しては、総会において定める総 の 内で、総会に

おいて別に定める の の基 に って 定した を

として することができる。 
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（ の ） 

第30条 理事が次に る をしようとする場合は、理事会にお

いて、その について な事 を開示し、その を な

ければならない。 

（１） 又は第 者のためにする 会の事 の に する

 

（２） 又は第 者のためにする 会との  

（３） 会がその理事の を すること 

（４）その他理事以 の者との間における 会とその理事の

が する  

２ 前項の をした理事は、当 、 な 、その の

な事 を理事会に しなければならない。 

 

（ 任の 除） 

第31条 会は、法 法第１１４条の規定によ 、理事及び監事の

法 法第１１１条第１項の 任について、法令に定め

る に 当する場合には、 任 から法令に定める

任 を 除して た を とし、理事会の決議によっ

て 除することができる。 

 

（ 及び ） 

第32条 会に、任 の として、 ３ 以内及び ３

以内を ことができる。 

２ 及び は、 者又は 会に のあった者のう

から、理事会の によ 、会長が する。 

３ は、 会の に して会長の に 、又は を

ることができる。 

４ は、 会の に して会長の に 、又は を

ることができる。 

５ 及び の任 は２ とする。た し、 任を ない。
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第  理事会 

 

（ ） 

第33条 会に理事会を 。 

２ 理事会は、す ての理事をもって する。 

３ 監事は、理事会に出席し、 があると めるときは、 を

なければならない。 

 

（権 ） 

第34条 理事会は、次の を行う。 

（１） 会の 行の決定 

（２）理事の の 行の監  

（３）会長、 会長、 理事並びに 理事の選定及び解  

 

（開催） 

第35条 理事会は、通 理事会として、 事 に３ 以上開催

する。た し、次の 号のいずれかに 当する場合は、臨時に

理事会を開催する。 

（１）会長が と めたとき。 

（２）会長以 の理事から会議の目的たる事項を した書面に

よ 招集の請求があったとき。 

（３）監事から、法 法第１ １条の規定に基づき、会長に招集

の請求があったとき。 

（４）その他法令で定められた場合。 

 

（招集） 

第36条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招

集する。 

２ 前条第１項第２号又は第３号による請求があった日から５日

以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日と

 

- 11 - 

する理事会の招集の通知が られない場合には、その請求をし

た理事又は監事は、理事会を招集することができる。 

３ 会長が けたとき又は会長に事故があるときは、 理事が理事

会を招集する。 

４ 理事会を招集する者は、日時及び場所並びに会議の目的たる事

項及びその内容を示した書面をもって、理事会の日の１週間前ま

でに、 理事及び 監事に して通知を しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の 員の

があるときは、招集の を ることな 開催することができ

る。 

 

（議長） 

第37条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。た し、会長が

けたとき又は会長に事故があるときは、あらか め理事会で定

めた によ 他の理事がこれにあたる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３５条第１項第３号の規定による

請求によ 理事会を開催したときは、出席した理事のう から議

長を選出する。 

 

（定 数） 

第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することが

できない。 

 

（決議） 

第39条 理事会の決議は、決議について特別の を有する理

事を除 理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前条及び前項の規定にかかわらず、法 法第 条の を

たしたときは、理事会の決議があったものと なす。 
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（議事 ） 

第40条 理事会の議事については、法令で定めるとこ によ 、議

事 を する。 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事 に 名 する。 

 

 

第  及び会  

 

（事 ） 

第41条 会の事 は、 ４ １日に ま 、 ３ ３１

日に わる。 

 

（事 及び ） 

第42条 会の事 書及び 書については、 事

の開 の日の前日までに、会長が し、理事会の を け

なければならない。これを変更する場合も とする。 

２ 前項の書 については、 たる事 所及び たる事 所に、当

事 が するまでの間 きするものとする。 

 

（事 及び決 ） 

第43条 会の事 及び決 については、 事 、

会長が次の書 を し、監事の監 を けた上で、理事会の

を けなければならない。 

（１）事  

（２）事 の 書 

（３） 表 

（４） 書（正 書） 

（５） 表及び 書（正 書）の

書 

２ 前項の を けた書 のう 、第１号、第３号、第４号の書
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については、定時総会に 出し、第１号の書 についてはその

内容を し、その他の書 については を けなければなら

ない。 

３ 第１項の書 の か、監 を たる事 所に５ 間、また、

たる事 所に３ 間 とともに、定款及び会員名 を

たる事 所及び たる事 所に ものとする。 

 

（ ） 

第44条 会は、 の分 を行うことができない。 

 

 

第  定款の変更及び解散  

 

（定款の変更） 

第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 

第46条 会は、総会の決議その他法令で定められた事 によ 解

散する。 

 

（ の ） 

第47条 会が をする場合において有する は、総会の

決議を て、 法 及び 法 の 定 に する

法 第５条第１ 号に る法 又は し は

に するものとする。 

 

（ の 法） 

第48条 会の は、 によ 行う。 

２ 事故その他や を ない事 によって前項の をする

ことができない場合は、 に する 法による。 
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第   

 

（ 員会） 

第49条 会は、事 の な 行を るため、 員会を けるこ

とができる。 

２ 員会は、その目的とする事項について、 し、 し、又

は 議する。 

３ 員会の 及び に して な事項は、理事会の決議を

て、会長が別に定める。 

 

（事 ） 

第50条 会に、事 を 理するため、事 を 。 

２ 事 には、事 長及び所 の 員を 。 

３ 事 長は、理事会の決議を て、会長が任 し、 員は、会

長が任 する。 

４ 事 の 及び に して な事項は、理事会の決議を

て、会長が別に定める。 

 

（ ） 

第51条 この定款の に して な事項は、理事会の決議を

て、会長が別に定める。
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１ この定款は、 法 及び 法 に する法 及び

法 及び 法 の 定 に する法 の 行に

う 法 の に する法 第１２１条第１項において

て する 法第１ 条第１項に定める 法 の

の の日から 行する。 

２ 会の の代表理事（会長）は、 場 とする。 

３ 法 及び 法 に する法 及び 法

及び 法 の 定 に する法 の 行に う 法

の に する法 第１２１条第１項において て

する 法第１ 条第１項に定める特 法法 の解散の

と 法 の の を行ったときは、第４１条の規定に

かかわらず、解散の の日の前日を事 の 日とし、

の の日を事 の開 日とする。 

 

   

この定款は、 ２ ４ １日から 行する。 

 

   

この定款は、令 ３ ５ ２１日から 行する。 
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